
【資料1ト  

特別用途食品 と は？  

特別用途食品制度  

の見直しについて  

乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育、健康の保持・回復などに  
適するという特別の用途を表示Lて販売する食品を「特別用途食  
品」といいます。  

→＃居候盆眉食品る株鍬屠彦食品の一腰塁／です。  

特別用途食品として食品を販売するには、「特別の用途に適す  
る旨の表示」について厚生労働大臣の許可又は承認を受けなけ  
ればなりません（健康i曽進法第26条第1項、第29条第1項）。   

「特別の用途に適する旨の表示」とは、乳児、幼児、妊産婦、病  
者等の発育又は回復の用に供することが適当な旨を医学的、栄  
養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したものをいいます。  

表示の許可に当たっては、許可基準があるものについてはその  
適合性を審査し、許可基準のないものについては個別に評価を  
行っています。   

平成20年10月24日（金）   

厚生労働省医薬食品局食品安全部  

基準審査課新開発食品保健対策室  

Ⅰ．特別用途食品制度の現状  



特別用途食品の許可区分  

病害用食品（許可基準聖）  
病毒用単一食品  

低ナトリウム良品  
低カロリー食品  
隆たんはく肇食品  
低（無）たんはく肇高カロリー食品  
高たんはく間食品  
アレルゲン除去食品  
無乳鞄食品  

病者用欄合わせ食品  
減塩食措製用組合わせ食品  
隠尿病食調製柏柏台れせ良品  
肝臓病壌調製用組合わせ食品  
成人肥満症食桐禦悶絹看わせ食局  

病毒用食品（個別評価望）  

妊産品、授乳娠用粉乳  

乳児用臍製粉乳  

高ぶ竜用食品  
そしや＜困難弓用食品  
そしや＜・えん下因  

特定保t用良品（個別辞範型）  

，‾・  ＝  賽示餅可件数  
低ナトリウム食品  128  

病  低カロリー土品  38  

低たんばくF食品  15  

昔  旦－▲品                             低（七）たんばくF書カロリー食品  

特  
6  

蔦たんIfく質量品  7  

用  アレルゲン持去食品  30  

別  ■乳■食品  3  

食  減壇貪■銀用鳩舎わせt品  

用  
○  

輪台わせ  226  

品   土品  肝■痍食■製用細合わせ食品  
途  

0  

成人■濃症食鋼製用組合わせ景品  5  

≡  」1■■■F  

食  
6  

乳児用食品  亨L児用打製粉乳  18  

妊塵岬用量晶  妊産婦、横手L■用粉乳  

品  
6  

書齢暑用量品  そしやく臣暮雪用量品  13  

そしやく・えん下由農事用食品  111 

小  針  （特定保ヰ用食品を除く）  512  

特 定 保 血 用 量 品  796  

合  計  T308  

B刊在  

特別用途食品制度の沿革  
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特別用途食品と栄養表示基準との比較  

＝ 一1積する莱集成分  

・i＝．．ニ・．    ∴  ．  索♯斬基準l■■■▲鱒恒†射   

御慶の寧的  覇書等の葉書瞥斗  儀■な人の償離任緯嘩遽   
一巨  

ナトリウム  dtの餌％以下で  

ぁること事   以下であることや   
カロリー  遇★の50％以下で  

ふること専   以下でぁろこと■   
たんばく月  適★の駒％以下で  3扁l州一当たり）  

あること雫   ！ス下て∧うこと雫   

：1■l  15ニり00手当たlり  

い下マムるこ上琴   
■倉にj■すも兵書用精鋼凧  

い下てちろこと零   
き壬ない＝と等  「軋t不耐庄に■ナる編著  

用精鋼■■暮£であもすl       ■q   5■り小ね当たり）  

リ1rでムること雫   

たんばく鱒  i占書の2隋以上で  

以⊥であ5こと鵡   

j欄‖■托  6111砂l当た口）  

l．【上てわること響   

tt   乙l鵬＝朴fちたlり  

以上てI．ろこと尋   

力几シウム  抑山江憫f当たウl  

LtLマムろこと等   

事軍手鋏  個別の大臣許可  なし   
戚夷★流i方法   病瞑の捜携薬局．医師等の紹介による通艦苓  一般のIi売店（久一′く－、コンビニ考古む）   

Ⅱ．新しい特別用途食品制度   
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特別用途食品制度のあり方に関する検討会  特別用途食品制度のあり方に関する検討会  

第1回 平成19年11月21日（水）  

鵬榔好ダ電．好が   

第2回 平成19年12月21日（金）  

虜棚Lた対象舶の．貞盛L   

第3回 平成20年1月29日（火）  

柳lらのと7仇ング   

第4回 平成20年2月5日く火）  
裾者への盾好を併相伴   

第5回 平成20年3月14日（金）  

中脾ゲ出め／ごつい乙磋幹  

平成20年3月26日（水）  

中間取りまとめを公表   

検計金屑儀の趣旨  
乎敵0年■4月以犀、沓ワーキング・タンん－   
プたおい確た潮抑射   

貫6回 平成20年6月5日（木）  

豪否体抑あ妨   

第7回 平成20年6月26日（木〉  
炭葺合好誉さ／ニついて一腹洋  

平成20年7月4日（金）   

特別用途食品制度のあり方に関する   
検討会報告書を公表  

特別用途食品（特定保健用食品を除く。）に関する制度は、  
乳幼児、妊産婦、病者等の発育、健康の保持・回復等に適  
するという特別の用途の表示の許可について定めたもので  
あり、健康増進法制定前の栄養改善法によって定められた  
枠組みが基本的に維持されたままとなっている。   

近年、高齢化の進展や生活習慣病の患者の増大に伴う医  
療士の増大とともに、医学や栄養学の著しい進歩や栄養機  
能表示制度の定着など、特別用途食品制度を取り巻く状況  
は大きく変化している。こうした状況の変化を踏まえ、改めて  
制度に期待される役割、許可の区分や審査方法、情報提供  
のあり方など今後の特別用途食品制度のあり方に関して検  
討を行うものとする。  

特別用途‘良品制度のあり方に関する検討会メンバー   
中 t 丘7月1台  

氏  名   現  職  

二犬t人由利子  

井上言文  

内田I建夫  

‡鹿川俊明  

小三也恭   

El中 庸冨】  （R才〉繕‡真予円万金緒‡左隣究戸斤顧問  

◎田呵，平三  

東洋■き宏   

中尾 俊之  東京旺雫斗大学腎臓l河手斗教I受  

⊂）中村 丁二欠  （社）日本栄モ士会食長  

言兵空事 弘昭  国際生命雫斗学研究1鰻I井手掃局長  

岸谷順子  

山田和彦   
申 僅】t   C卜l董■：代l言  
※菓子羊委Aは交代により繁6【亘lからメン′く－1第5【亘l手ては色反鳥l憂典委員亡  

特別用途食品制度のあり方に関する検討会報告書の概要   

特別用途食品制度（発朗、脚、痛着帯の発音、脚廃材・甜亭／こ茸〆るとい  
タ秩財の用崖の慶示の戯す棚について、高齢化の進展や生活晋Ⅷ病の増加、医  
学や栄事学の進歩や菓兼職能表示制度の定曽等の状況の変化を踏まえ、対象者   

の栄養管理に適切な食品が供給されるため制度のあり方について見直し  

1体的な見遺し内容  

現況に応じた制度の役割  
（1）対家食品の範囲の見直し  

細身点者舶（助ノ≠鰯舶／こ好厨〝／ナ  

♂癌首席ゼ一郎と州柵示の／鮮度さ財  

♂病者用紺碧わせ倉品を宅配栄さ婚封／こよる書留  

鋤槻の．屠軋  

（2）対象者への適切な情報提供   

風紋御士苧による」好打細君舶の慮倉吉庚好   
一足の広‘き古gあ名こと等盲媚比．躍の蹴ぎ虐1カる  

特別用途食品は、通常の食  
品では対応困難な特別の用  
途を曇示するもので、対象者  
の適切な食品選択を支援す  
る有力な手段  
高齢化の進度に伴い、在宅  
環事での適切な葉書管理を  
持続できる体制づくりが必要  
制度の旺知度を高め、必要  

（3）手査体制の強化  

点ガ広〉産卵‥栄粛∃  
な食品の詫遇を図るべき  

※健康増進法に基づく特別用途食品の審査・許可は、新たに創設される消費者庁が所管する予定   

山＿＿－＿＿  



新しいニーズに対応した特別用途食品制度の役割   

抒劇用途．倉品ば、適者の食品でば対応力髄を株邸  
のノ智彦安泰示す石るので諺り、対象とをる者仁十分ー認知  
きわカぱこ盾弥生倉題選灰を．安居す思有力を手虜  

今鎗膚齢化ノが産屋す名車で∴を宕療蕃／二お〝る適切を  
．若き許曹を棚できる肺尉ゴぐ瑳カモ好められて‾おり、御  
用透舶るこぅLたニーズ人の劇傍杖対応が必要  

併せこ許可の対象となる鮎の願囲／ニつい丁、省一穿  
食品のっ秋野緒／〃乙㈲倉上宗ガ／こ要点化ぎノ野石べ  
き  
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i  

病者用量品  D  病者用食品        ［豆表表口 低たんばく草食晶 アレルゲン幹去1品 ■乳■▲晶   二：1甘   ＝こ珊‾・ノ■、ブ1■ ［忘ii這］  
妊産婦、搾乳婦用粉乳  妊産婦、授乳婦用粉乳  

乳幼児用礪整粉乳  乳幼児用桝整粉乳  

えん下困難着用食品  
Z2   

そしやく・えん下困紐署用食品  
高齢者用食品      ■Fl伽川削腋■鐸‖■月  

審査体制のあり方  

特別用途食品については、乳児や病者など特別の用途のためのもので  

あるので慎重な審査が要請され、特に個別評価型病者用食品については、  

最近の医学、栄養学的知見に沿ったものとなるよう審査体制の強化を図る  

べき   

※ 健慮増進法に基づく特別用途食品の芋査・許可は、新たに創設される消阜者庁が所管  

する予定  

．倉品群ことの異郷椎掛の貞汀こついて甘、好碧菖  

の劇扉若メ野参ノ野下さい。   
＝＝＞  
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【lは康増進さ去】  

表示基準の企画立黒、幸A行は、消費者庁に移智する。  

消】賢者庁は、表示基≧華の策定・改正に当ナ＝つては、厚生労け力省  

に†崩き鼓する｛  

4寺別用途表示の市費・許可は、消雲呑庁が所管する。  

消j壁看庁は、†寺別用途表示、栄養表示基準等に係る立入検査、   

1加告、収去及び命令、虚イ為・時夫な広告等の監視指導などの執行   

を所管する＝ その上で、消費者庁は、土也方l草生局長に佗限の→舎n   

を委†壬する．．  

i也方「畢生局長は．上…己に係る権【曝を行1吏した上あ合には、その内   

容を消≠生者庁に章良合するり  
なお．都連′何県無】事琴の権限（雪寺別用i会食品の収壬、立入‡黄査   

等）については、現行どおりとする。  

諸ほ下毛庁は、特別用i星表示のi午可及ひ収去を行った食品につい   

て＿ （独）同立1建確・美章彗研究所毒阜に拭里美を行オつせる。   

■Hn⇒T†〒戦の所鵬拍の相川モは・渦n椚の†員βからのヰの一味での「t〒級の哉正一の拠点  

排他I義が惰力な檀間と必巣な人れ聖職入るとともに・ど銅線ま雇センターの鰭化充興亡巾哩にし丁こ  

1t官乙▲盆【Bネ＿・トウー▼クが畢急に11禁書，1る必！■  

●斤l瓜l■の槽勒の■土塀的な瓢化穴袈l＝は．｛f壬雷の戸手1三きl＝モ什止椚る任用ゎが不『矢  

王．■l暮■－■t∫たT■′く曽6■■■u   

・疇輩曹の視点で政市壬仙を監楕し・li月経書き主役とする政府の柁bリ役」として∴】Ⅵ■月一之引は  
鮪たく▲！■ロ‖汁平日映りL・沖‖t千lこ安全℡心を峰lÅすると価■キl二胃華賢¶雪・≠1まイヒ  

義斤規繊は．以「‾の81市郎lを濡たすへ℡  

（1）J■‡一書にとって  、・、・土庄℡サイドかち；内線七 生語令サイドへの†九■の●五輪の象一  作事「ロ分かりや†い  輔力なIt帆と十1王．一兜○り懲口1●●t旭克と允（宍ロウ＿＿争E‖∵≠1■て “ウ‾熱し●｛★  
‾元▲り一古口、m†弓＿■月】■などの汎～lモI一つ．■量モー1号敵象▲■の『す†島  

■■繹t‖＝月り丘な爬椚■をbリ1Åう三重けを所管し．その他の；墓はも00与  

すさー的■1iへの，吋」石やI萬■斤的†ン▲■W体系の詮l■のナこめの■斥！主の≠l足  

ヽl■■llU・▲予●lt■l√、●・t■ ■l■■h■（r‥｛－▼、■●一－＝■rtI■い  

忘‾「＼  
カーメリソトき＋iナ  ⊇■砺でせる  

ー  
」」 ＿■  ■¶l■l■l＝L▲■11■Il】■■t■■し．tI■■  

M棚  

＼ ′・R∫t⇒Toつ丘≠から与■わなl汀エ■ブつを，モIl▼るI麟ヤl断lな7れ、●81轟  
＼、・円＝広明Ⅷへの半輪の中性や他方への用Ⅶ‖雪肌  

（釘カ）旺†主の疇膿   〉 斬和坤わt仰冨丁る市I方の地方における円滑かつ罰■夷な遭竹に▲己騙  
・†千鶴◆8－のh！大化曹l打かねよう 仇l■・】一員及tノー1声l■りせゑ 仇l■・ヰ霹l及tノー井き1■りヾえ  

ウl吾■■一■・月＝iし  

（1）‾一ヲt■勺な雷○■疇ロのl良■   
■ 地ブ一の5■】モ！とぎ舌センクー叫き幕●与謝正喜めすべての1Hf空電がIdl貞でざる一元81な書8】毘〉庄口と  
†血道1寸け、食l▲〉ネ・ソトウーークをI■見  

り●j■○）竜王■■ヰの∫t■■鼻一武■こついて，lt●M亡IADカり＝bj■■■間▲1年しl■モ1▲■1♂〉〃■ゝさ■．  

一 輪カの■！t生！竜センターを】曇曾勺lニ岨一一寸け  
（2〉l■・ttフ■－1■となった！■t一冊覆■の事■化   

■ 雷井●轟l■の押l放とl丼廿て・地ブ■分▼■き】E二事とLつつ tl∋方の．Rnl■行iはをl▲ホ的に与事化、I■†こ為面．t   
楚lい切ったJR■且電しつかりとI7っていく必サ  

士【》ホントワークの所望■ニ1￥い．他方のノー対生ま舌センターモま量的に他方付けることきこ斉請え．凪は   】  
相蟄lの■l濃－1具に夢！わも  

叩き塑旦隻≒もJこ．咄声寧イづl舞上の贈扇1うl尺粁J上の柑市aを惧轟寸．  

▲・■ll■l■l■ ＝■■○ 中■I■とモの■l■l  

（1），■】■義l十のIttとl■蜘■   

内I甲府の外れとして「評‖■■＝ナし直け書㍉‖h四川■J川‖■才‖ヤ錮 b大宅き■くことを明紀  

■ 舛ゎな杜倉l■1tl■■l．t一書l■．1■広い企l叩土手t■kや兜Tlし／こ■■t・分析1■■モモ†寸書  

■ 書冊犠∩■の■■書1りモ■クえてItd：い分TI置JM暮l二、■lタ果審鯉：l■エ1■  

（Z〉¶川■の一■■I，日野l■l■、『十I暮l■■l ■；■一書・l■■M■■からPIU－NE▼¶‖■ヤH■托Hl■合一元帥lこ■■勺・分析▲耶m究明   
ヰ 上l∈の†t●■奮もl＝．・■▼tバリい甘い■qとしてinlに事I応力●†奮主■＝Eし，政府一体として触  

l■のI虚ナこn止、▼づ■■～止＿I■l■t力■の鶉11き臼細・r  

（3〃■■可■l■■■の■■止や■r●■‖■り■一、の■●¢■のた■りの■．量■   
｝｛■需鴫t一に伺十る日蝕の珂¢雪肌ヰした．●一雄の成立に可l十て止り綱tご   

tl＝■■隻語センター■■ニー充椚甘口壱鮫tし■：1門にmtづ■ナl、橋川憎qtJ｛責■什に■わ   

ー才1r亡lVH■■について∴■■t「宇に▲もー1t岬∃■及びモの月見の争■■の川■  
l■I－■l｛■l■l■ll■tl■●■■●■■l 一 三■■tlこ鼻▲丘な間q塵取り仇ぅ 

ど■l■について、k▲下によリqltく一郎け一任■む．）・舞1■   

■‖瞭†★■lの■轡■公一一女れ轟ホ、l■■●曙■■の分ヲ†lニ∫jいて∴I■■けqな体黒化lこれり鳩む  

l、卜I■－」lll■†●■ll－   
一 欄曽■の鴨島▲択のt■▲の■儒にとっての義ホの■■性．kt｛■下血fえ′；ナ1応の1■性．▲什l■h   

●勺なM■の烏■11■から月■t什がポー．た′三し．■書付からⅦ▲も呵鴫＿應qI亨の－00t●■什に○仕   

ケ上りq■■りl屯■■●，■■■l■■・   
‾ n一■■馴中心の1■叫lま・吐■－℡モl■T＝■′こ■寸P；d T■1ヰ㌧■▲‖■1■■I飢くi■■の¢暮帽■n・ち．川ト■い∩   

什が剛● ただし・●人It■¶青汁ついわ仰もr■l」1」111正一立■モJl■．tいけ十＝声して叫－ ■川巾伏‖■■  

r・やI■側l輌■■い   

‾ ■犬■■■M●●●■b＝ゼ＝■H／■は ▲■■t什b－■★し．．■■簾二王M事～爪かち鵬H■llこt乙大，や土．■l■叶‖帽  
正に■＞いてl▲．も義∩■が〃l●■｛・lこl血■し′ニ上で蹟建  

一】研■lklタtのl■広い鰻I●1＝ついて＿引さ▲t■l■●－1▼l＝上ふM▲l＝ついT▲■■■1仁■与1品t  

■．■■l■l▼01●t嘉の在V）ケ  

（1）l『】■■L■lのtrリ方  
一台l■■■暮11▲ナる企l■卯rl．t■刑†ヽM趨に冊るl”■－t■一子彙で書用うt■行帥門 ■l血●考  

句ql■¶－．Ml■也■・■ll■曹¶‖■▼1由lnがめ】■  

（2）汀Il11■■rt中■書（¶ll■りの牧■   
■l■■小、l■も・■l■■－■●■●●l●■し 一■一■・■■■lt   

中■●は・1■■トれりけhのせ一瞥文豪 ■■な◆子■▲bナIq＝＝H‖引M■椚背中1■■■中一寧＊旭  

（3）J■I■1■†ナのI■■   
r叫】■■モ王位とナゐ戚巾の■℡爪り捜」をI学う＝ニバ．さ1つLいt■†■  

ヒ範l雷F〉l事tト■lこl書い．t■l■∴たl■、十り■1㌢屯■l一▲∩・から●事し｝九  

帽1■↑■t■の分析や】■†■】■l■■■の‡R士分析などl二l徒事寸▼も甚ナ■1カ■■■を礪l儀  

一用l安全曇■▲  
・どこに鮫■丁もかについT軋づl■〟lき11＝  

リスクコi」ニケーハノ■に附し．■■ト■＝Rl女との；■I■す■化  

■．】■■l■‖ナ●l■l＝■llナ堺ケツュール  

♯」■11から111‖■一■ノーモ●■】王  

椚川L應・餅I▲各個判作用l上の敏江l丑事せで曹息だ！ナ嶋■●他線にl■出．欠岬痛†凹♯山一4J上水吐出  

l札的椚lこおいてム∩】■も∩■の可嘱l号l■加を先行稟■■  
‡■】■書JTの立ち上げモR；●lニ1■■Jもーこ■）、内†Ⅵt■lニ～ナ℡トごとのチーム長川成  
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御清聴ありがとうございました。  
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